
 

 

                            高福第６２４１号 

令和６年３月７日 

 

各特別養護老人ホーム施設長 様 

 （横浜市、川崎市、相模原市に所在する施設を除く） 

 

             神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 

介護サービス担当課長 

（公印省略） 

 

 

神奈川県特別養護老人ホーム入退所指針の改正について（通知） 

 

 

 このことについて、次のとおり改正し、令和６年３月７日から適用することと

しましたので通知します。  

 なお、このたびの改正は、令和５年４月７日付け厚生労働省老健局高齢者支援

課長通知に伴う所要の改正で、引き続き、これまでの取組を推進していく趣旨に

変わりありませんので、その旨申し添えます。 

 

 

（改正内容） 

別添、新旧対照表のとおり 

 

 

（改正後の指針等掲載場所） 

 「介護情報サービスかながわ」（http://www.rakuraku.or.jp/） 

 →文書/カテゴリ検索 

  →５. 国・県の通知 

   →特別養護老人ホーム入退所指針 

 

 

 

 

                  問合せ先 

                   高齢福祉課 

福祉施設グループ 加藤（正） 

                  電話（045）210－1111 内線 4852 


